
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二
五

山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号

山
梨
県
母
体
保
護
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
母
体
保
護
法
施
行
細
則

山
梨
県
受
胎
調
節
認
定
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
全

部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）、

母
体
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
及
び
母
体
保

護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
二
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
講
習
の
実
施
の
報
告
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
を
実
施
し
た
者
は
、
講
習
実
施
期
間
、
科
目
別
実

施
時
間
数
、
講
習
終
了
者
の
住
所
及
び
氏
名
等
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
等
）

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
政
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
交
付
の
申
請
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
標
識
交
付

申
請
書
（
第
一
号
様
式
）

二
　
省
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
証
の
訂
正
の
申
請
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
訂
正

申
請
書
（
第
二
号
様
式
）

三
　
省
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
所
の
変
更
の
届
出
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
住
所
変

更
届
（
第
三
号
様
式
）

四
　
省
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
証
の
再
交
付
の
申
請
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
標
識
の
再
交
付
の
申
請
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
（
標
識
）
再
交
付
申
請
書
（
第
四

号
様
式
）

五
　
省
令
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
証
又
は
標
識
の
提
出
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指

定
証
（
標
識
）
返
納
書
（
第
五
号
様
式
）

六
　
省
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
申
請
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定

取
消
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）

七
　
省
令
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
死
亡
又
は
失
そ
う
の
届
出
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
死

亡
（
失
そ
う
）
届

八
　
省
令
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
認
定
の
申
請
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
認
定
講
習
申
請

書
（
第
八
号
様
式
）

九
　
省
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
さ
れ
た
講
習
事
項
の
変
更
の
届
出
　
受
胎
調
節
実
地
指
導

員
認
定
講
習
事
項
変
更
届
（
第
九
号
様
式
）

十
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
実
施
の
報
告
　
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
認
定
講
習
実
施
報
告
書
（

第
十
号
様
式
）

（
書
類
の
経
由
）

第
四
条

政
令
又
は
こ
の
規
則
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
住
所
地
又
は
講
習
の
実
施
地
を
所

管
す
る
保
健
所
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二
六

第１号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二
七

第２号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二
八

第３号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二
九

第４号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
〇

第５号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
一

第６号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
二

第７号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
三

第８号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
四

第９号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
五

第10号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
六

山
梨
県
規
則
第
三
十
九
号

山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
砂
防
指
定
地
内
に
お
け
る
許
可
を
要
し
な
い
軽
易
な
行
為
）

第
二
条
　
条
例
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
易
な
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
護
岸
の
法
肩
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
行
為

イ
　
深
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
掘
削
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
を
伴

わ
な
い
施
設
又
は
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
却

ロ
　
電
柱
の
設
置
又
は
除
却

二
　
条
例
第
二
条
の
許
可
を
受
け
た
造
成
事
業
が
完
了
し
た
土
地
の
区
域
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
利

用
の
目
的
の
範
囲
内
で
行
う
施
設
又
は
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
却
（
再
度
の
造
成
を
伴
う

場
合
を
除
く
。）

三
　
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
域
に
お
け
る
竹
木
の
間
伐
又
は
択
伐
及
び
当
該
竹
木
の
運

搬
四
　
土
地
の
形
状
を
変
更
し
な
い
道
路
の
維
持
修
繕

五
　
耕
耘う
ん

（
許
可
の
申
請
）

第
三
条

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
位
置
図

二
　
利
害
関
係
人
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
諾
書

三
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
前
項
の
申
請
の
う
ち
条
例
第
二
条
第
二
号
の
行
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
定
め
る
書

類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図

二
　
縮
尺
横
千
分
の
一
以
上
、
縦
二
百
分
の
一
以
上
の
縦
断
面
図

三
　
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
横
断
面
図

四
　
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
防
災
及
び
環
境
の
対
策
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

３
　
第
一
項
の
申
請
の
う
ち
条
例
第
二
条
第
一
号
及
び
第
四
号
の
行
為
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前

二
項
に
定
め
る
書
類
の
ほ
か
、
施
設
又
は
工
作
物
の
設
計
図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
条
例
第
四
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
申
請
に
係
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
地

目
及
び
面
積
と
す
る
。

（
権
原
に
基
づ
く
場
合
の
特
例
の
届
出
）

第
四
条

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
届
（
第
二
号
様
式
）
に
、

行
為
箇
所
の
位
置
図
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
標
識
の
掲
示
）

第
五
条

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
掲
示
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
許
可
標
識
（
第
三
号
様

式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
許
可
の
申
請
等
）

第
六
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
第

四
号
様
式
）
に
、
当
該
変
更
に
係
る
図
面
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更
は
、
地
形
、
地
質
等
の
変
化
に
よ
る
面
積
の
変
更

で
、
面
積
の
増
減
が
一
割
未
満
の
も
の
と
す
る
。

３
　
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
許
可
変
更
届
（
第
五
号
様
式
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
七
条

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
の
地
位
承
継
届
（
第
六

号
様
式
）
に
、
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
許
可
行
為
の
完
了
又
は
廃
止
の
届
出
）

第
八
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
完
了
届
（
第
七
号
様
式
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防
指
定
地
内
行
為
廃
止
届
（
第
八
号
様
式
）
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

（
砂
防
設
備
の
占
用
）

第
九
条

条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
砂
防
設

備
占
用
許
可
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
位
置
図

二
　
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
平
面
図

三
　
丈
量
図
及
び
面
積
計
算
書

四
　
利
害
関
係
人
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
諾
書

五
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
申



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
七

請
に
係
る
占
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
面
積
と
す
る
。

３
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防

設
備
占
用
届
（
第
十
号
様
式
）
に
、
占
用
箇
所
の
位
置
図
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
掲
示
は
、
砂
防

設
備
占
用
許
可
標
識
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
砂
防

設
備
占
用
変
更
許
可
申
請
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
、
当
該
変
更
に
係
る
図
面
そ
の
他
必
要
な
書
類

を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防

設
備
占
用
許
可
変
更
届
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防

設
備
占
用
許
可
の
地
位
承
継
届
（
第
十
四
号
様
式
）
に
、
地
位
を
承
継
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

８
　
条
例
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
砂
防

設
備
占
用
許
可
廃
止
届
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

９
　
条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
砂
防
設
備
占
用
許
可
更
新
申
請
書
（
第
十
六
号

様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
規
則
の
廃
止
）

２
　
山
梨
県
砂
防
指
定
地
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
八

第１号様式（第３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

三
九

第２号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
〇

第３号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
一

第４号様式（第６条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
二

第５号様式（第６条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
三

第６号様式（第７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
四

第7号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
五

第８号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
六

第 9 号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
七

第10号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
八

第11号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

四
九

第1２号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
〇

第１３号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
一

第14号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
二

第1５号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
三

第1６号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
四

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
及
び
技
師
」
を
「
、
技
師
、
政
務
理
事
」
に
改

め
、「
、
全
国
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
推
進
監
」
を
削
り
、「
花
き
振
興
監
」
の
下
に
「
、

総
括
技
術
審
査
監
、
保
健
監
、
廃
棄
物
対
策
推
進
監
、
職
業
能
力
開
発
監
」
を
加
え
、
同
表
出
先
機
関

に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
環
境
保
全
幹
」
の
下
に
「
、
工
事
施
工
管
理
幹
、
食
肉
検
査
指
導
幹
」
を
、

「
、
歯
科
技
工
士
」
の
下
に
「
、
歯
科
衛
生
士
長
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
歯
科
技
工
士
」
の
下
に
「
、
歯
科
衛
生
士
長
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
重
症
心
身
障
害
児
の
看
護
に
直
接
従
事
す
る
こ
と

を
本
務
と
す
る
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
補
助
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
技
能
労
務
職
員

二
　
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
肢
体
不
自
由
児
の
看
護
及
び
生
活
支
援
に
直
接
従

事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
補
助
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
技
能
労
務

職
員

三
　
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
、
介
護
職
員
と
し
て
の
職

務
に
従
事
す
る
技
能
労
務
職
員

四
　
中
央
病
院
に
勤
務
す
る
技
能
労
務
職
員
の
う
ち
、
結
核
病
棟
に
勤
務
す
る
者
並
び
に
検
体
検
査

科
、
生
理
検
査
科
、
病
理
検
査
科
及
び
輸
血
管
理
科
に
お
い
て
結
核
菌
そ
の
他
の
病
原
体
を
直
接

取
り
扱
う
こ
と
を
主
た
る
職
務
と
す
る
者

五
　
北
病
院
に
勤
務
し
、
精
神
病
患
者
の
看
護
に
直
接
従
事
す
る
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
補
助
す

る
こ
と
を
常
例
と
す
る
技
能
労
務
職
員

六
　
衛
生
公
害
研
究
所
に
勤
務
し
、
結
核
菌
そ
の
他
の
病
原
体
を
直
接
取
り
扱
う
こ
と
を
主
た
る
職

務
と
す
る
技
能
労
務
職
員

七
　
保
健
所
、
中
央
児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
、
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
育
精
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
中
央
病
院
、
北
病
院
、
衛
生
監
視
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
食
肉
衛
生
検
査
所
に
勤
務
す
る
技

能
労
務
職
員
の
う
ち
、
前
各
号
に
定
め
る
者
以
外
の
者
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
者

第
七
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
特
殊
自
動
車
運
転

作
業
手
当
」
を
「
特
殊
自
動
車
運
転
等
作
業
手
当
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第

十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六

号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、

第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
二
項
の
表
繭
検
定
作
業
手
当
の
項
を
削

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
中
「
、
企
業
主
幹
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
五

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
私
学
文
書
課
　
　
　
新
県
立
大

第
七
条
第
四
項
の
表
中
「
福
祉
保
健
総
務
課
　
監
査
指
導
室
」
を

福
祉
保
健
総
務
課
　
監
査
指
導

学
設
置
準
備
室

に
改
め
る
。

室
　
　
　
　
　
」

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
の
課
」
を
「
第
一
項
の
課
及
び
前
項
の
食
品
安
全
推
進
室
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
の
課
の
う
ち
、
県
民
生
活
課
に
食
品
安
全
推
進
室
を
置
く
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
児
童
相
談
所
」
の
下
に
「
、
障
害
者
相
談
所
」
を
、「
計
量
検
定
所
」
の
下

に
「
、
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
四
　

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９
　
衛
生
公
害
研
究
所
に
副
所
長
を
置
く
。

別
表
第
一
の
二
の
表
森
林
環
境
部
の
部
大
気
水
質
保
全
課
の
項
第
四
号
中
「
防
止
」
を
「
対
策
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
森
林
環
境
部
の
部
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
八
号
中
「
狩
猟
」
の
下
に
「
の
適
正

化
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
農
政
部
の
部
果
樹
園
芸
課
の
項
中
「
果
樹
園
芸
課
」
を
「
果
樹
食
品
流
通
課
」

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
及
び
青
果
物
規
格
審
議
会
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
四
の
表
青
少
年
課
の
項
第
九
号
中
「
勤
労
青
年
セ
ン
タ
ー
及
び
青
少
年
会
館
」
を
「
青

少
年
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

「

別
表
第
一
の
五
の
表
中
　
　
監
査
指
導
室
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
事
業
団
体
及
び
社
会
福
祉
施
設

「

食
品
安
全
推
進
室
　
　
　
　
食
品
安
全
行
政
の
推
進
に
関
す
る

の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

を
　
　
新
県
立
大
学
設
置
準
備
室
　
県
立
学
校
の
設
置
に
関
す
る
こ
と

」

監
査
指
導
室
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
事
業
団
体
及
び
社
会
福

こ
と
。

。

に
改
め
る
。

祉
施
設
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

」

別
表
第
三
の
一
の
表
山
梨
県
峡
中
地
域
振
興
局
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
芦
安
村
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」

に
、「
河
川
砂
防
課
」
を
「
河
川
砂
防
管
理
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
の
表
山
梨
県
峡
東
地
域
振
興
局
の
項
中
「
建
設
課
」
を
「
建
設
第
一
課
」
に
、「
笛

吹
川
沿
岸
土
地
改
良
課
」
を
「
建
設
第
二
課
」
に
、「
用
地
管
理
課
」
を
「
用
地
課
」
に
、「
河
川
砂

防
課
」
を
「
河
川
砂
防
管
理
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
の
表
山
梨
県
峡
南
地
域
振
興
局
の
項
、
山
梨
県
峡
北
地
域
振
興
局
の
項
及
び
山
梨
県

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
の
項
中
「
用
地
管
理
課
」
を
「
用
地
課
」
に
、「
河
川
砂
防
課
」
を

「
河
川
砂
防
管
理
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
の
表
山
梨
県
峡
中
地
域
振
興
局
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
企
画
振
興
部
の
項
中
第
四
十
二
号
を
削
り
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
四
十

四
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
四
林
務
環
境
部
　
大
月
林
務
環
境
部
　
吉
田
林
務
環
境
部
の
項
第
十
四
号
中
「
狩
猟
」
の
下

に
「
の
適
正
化
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
農
務
部
の
項
第
十
五
号
中
「
、
規
格
外
出
荷
及
び
規
格
検
査
」
を
「
の
指
導
」
に
改
め
る
。

「
特
別
徴
収
第
二
課

別
表
第
五
総
合
県
税
事
務
所
の
項
中
　
特
別
徴
収
第
三
課
　
を
「
特
別
徴
収
第
二
課
」
に
改
め
る
。

特
別
徴
収
第
四
課
」

別
表
第
五
小
笠
原
保
健
所
の
項
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
児
童
一
寮
指
導
課
」
を
「
児
童
一
寮
支
援
課
」
に
、「
児

童
二
寮
指
導
課
」
を
「
児
童
二
寮
支
援
課
」
に
、「
成
人
一
寮
指
導
課
」
を
「
成
人
一
寮
支
援
課
」
に
、

「
成
人
二
寮
指
導
課
」
を
「
成
人
二
寮
支
援
課
」
に
、「
訓
練
指
導
課
」
を
「
自
立
支
援
課
」
に
、「
中

巨
摩
郡
白
根
町
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
成
人
指
導
課
」
を
「
成
人
支
援
課
」
に
、「
児

童
指
導
課
」
を
「
児
童
支
援
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
北
病
院
の
項
中
「
社
会
療
法
科
」
を
「
社
会
生
活
支
援
科
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
東
京
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
事
務
所

各
省
庁
と
の
事
務
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
八
障
害
者
相
談
所
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
知
的
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
利
用
の
調
整
等
に
係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
六

村
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
知
的
障
害
者
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
特
に
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必

要
と
す
る
も
の
に
限
る
。）。

三
　
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
八
障
害
者
相
談
所
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第

五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
利
用
の
調
整
等
に
係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町

村
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
八
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
二
号
中
「
収
容
」
を
「
入
所
」
に
改
め
、「
治
療
」

の
下
に
「
又
は
指
導
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
の
入
所
保
護
並
び
に
治
療

及
び
日
常
生
活
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
八
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
第
二
号
中
「
及
び
更
生
指
導
」
を
「
並
び
に
更
生
指
導
及
び
訓

練
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
家
畜
衛
生
保
健
所
の
項
中
「
家
畜
衛
生
保
健
所
」
を
「
家
畜
保
健
衛
生
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
病
害
虫
防
除
所
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
農
薬
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

果
樹
園
芸
課

果
樹
食
品
流
通
課

峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課

峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

峡
東
地
域
振
興
局
農
務
部
建
設
課

峡
東
地
域
振
興
局
農
務
部
建
設
第
一
課

峡
東
地
域
振
興
局
農
務
部
笛
吹
川
沿
岸
土
地
峡
東
地
域
振
興
局
農
務
部
建
設
第
二
課

改
良
課

峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
用
地
管
理
課
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
用
地
課

峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
河
川
砂
防
課
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
用
地
管
理
課
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
用
地
課

峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
河
川
砂
防
課
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
用
地
管
理
課
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
用
地
課

峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
河
川
砂
防
課
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
用
地
管
理
課
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
用
地
課

峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
河
川
砂
防
課
峡
南
地
域
振
興
局
身
延
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
管
理
課

峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課

峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
管
理
課

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
用
地

用
地
管
理
課

課

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留
建
設
部
河
川

河
川
砂
防
課

砂
防
管
理
課

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
用
地

用
地
管
理
課

課

富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
大
月
建
設
部
河
川

河
川
砂
防
課

砂
防
管
理
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
一
寮
指
導
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
一
寮
支
援
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
二
寮
指
導
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
二
寮
支
援
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
一
寮
指
導
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
一
寮
支
援
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
二
寮
指
導
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
二
寮
支
援
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
訓
練
指
導
課

育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
自
立
支
援
課

あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
指
導
課
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
支
援
課

あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
指
導
課
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
支
援
課



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

五
七

北
病
院
社
会
療
法
科

北
病
院
社
会
生
活
支
援
科

山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
四
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三
　
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ
　
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
報
告
の
内
容
の
是
正
の
命
令

ロ
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
命
令

ハ
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
域
の
指
定

ニ
　
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
域
の
指
定
の
解
除

ホ
　
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
の
命
令

ヘ
　
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
変
更
の
命
令

第
四
条
第
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ロ
か
ら
リ
ま
で
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
障
害
者
相
談
所
長
へ
の
委
任
）

第
五
条

障
害
者
相
談
所
長
に
次
の
事
務
を
委
任
す
る
。

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
業
務
（
同
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
、
調
整
又
は
要
請
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
事
業
計
画
書
（
第
二
号
様
式
）」
を
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三

号
を
加
え
る
。

一
　
事
業
計
画
書
（
第
二
号
様
式
）

二
　
事
業
の
設
計
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
概
要
書

三
　
事
業
の
施
行
箇
所
等
を
明
確
に
図
示
し
た
地
図

第
七
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

三
　
完
成
検
査
調
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


